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は
じ
め
に

奈
良
県
橿
原
市
南
八
木
町
に
所
在
す
る
八
木
醍
醐
共
同
墓
地
に
写

真
の
よ
う
な
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
南
面
に
「
吊
祭
疫
死
者
之

碑
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
疫
病
に
よ
る
死
者
を
弔
っ
て
設
け
ら
れ
た

碑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
裏
の
北
面
に
は
五
行
に
分
け
て
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
風
雨
な
ど
に
よ
る
研
削
の
た
め
に
完
全
に

判
読
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
最
初
の
行
に
は
「
明
治
十
九
年
七

月
虎
列
拉
病
特
発
」
と
あ
り
、三
行
目
は
「
今
十
七
年
有
志
者
相
謀
」

な
ど
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
四
～
五
行
に
は
「
明
治
三
十
五
年
七
月

十
日　

大
字
北
八
木
有
志
者
」
と
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
感
染
症
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
明

治
の
「
虎
列
拉
」
＝
コ
レ
ラ
感
染
に
は
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）

と
八
六
年
（
同
一
九
）
の
二
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
両
年
と
も
に
一

〇
万
人
に
及
ぶ
人
び
と
が
死
亡
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
右
の
碑
は
、

八
六
年
の
感
染
の
「
特
発
」（
突
発
の
意
か
）
に
よ
り
落
命
し
た
十

市
郡
北
八
木
村
の
人
び
と
の
「
吊
祭
」（
弔
祭
）
の
た
め
に
、
一
七

回
忌
に
あ
た
る
一
九
〇
二
年
（
同
三
五
）
に
地
域
の
「
有
志
者
」
が

建
て
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

一
八
八
六
年
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

―
大
和
国
十
市
郡
北
八
木
村
に
お
け
る
コ
レ
ラ
感
染
を
め
ぐ
る
覚
書
―井
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後
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
北
八
木
村
は
一
八
八
六
年
の
コ
レ
ラ

流
行
の
際
に
短
期
間
に
多
数
の
感
染
者
と
死
亡
者
を
出
し
た
た
め
、

人
び
と
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
「
交
通
遮
断
」
の
措
置
を
受
け
て
い

た
。
小
論
は
激
烈
な
感
染
症
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
地
域
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
十
分
な
史
料

を
得
る
に
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
以
下
の
検
討
も
未
熟
な
も
の
を
提
示

す
る
こ
と
に
な
る
。
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
「
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
が
呼
び
込
ん
だ
、
国
家
と
国
民
の
関
係
性
へ
の
再
考）

（
（

」

が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
、
さ
し
あ
た
り
の
覚
書
と
し
て
議

論
の
俎
上
に
の
せ
て
み
る
こ
と
に
も
い
く
ば
く
か
の
意
義
は
あ
る
と

考
え
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

感
染
症
は
人
口
稠
密
な
都
市
に
お
い
て
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す

た
め
、
早
く
か
ら
都
市
社
会
に
か
か
わ
る
分
析
が
進
ん
で
お
り
、
神

戸
を
主
題
と
し
た
安
保
則
夫
『
ミ
ナ
ト
神
戸　

コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
・

ス
ラ
ム　

社
会
的
差
別
形
成
史
の
研
究
』（
学
芸
出
版
社
、
一
九
八

九
年）

（
（

）
や
、
京
都
を
主
な
事
例
と
し
た
小
林
丈
広
『
近
代
日
本
と
公

衆
衛
生
―
都
市
社
会
史
の
試
み
―
』（
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

な
ど
、
今
や
こ
の
分
野
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
成
果
が
共
有
さ
れ
て

お
り
、
近
年
も
コ
レ
ラ
禍
の
進
行
を
背
景
と
し
た
問
題
意
識
の
高
ま

り
を
受
け
て
精
力
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
農
山
村

な
ど
非
都
市
的
領
域
に
視
野
を
広
げ
た
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
竹

原
万
雄
『
近
代
日
本
の
感
染
症
対
策
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
、
二

〇
二
〇
年
）
が
あ
り
、
明
治
期
の
政
府
の
公
衆
衛
生
の
取
り
組
み
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
コ
レ
ラ
感
染
の
個
別
地
域
の
事
例
と
し

て
宮
城
・
山
形
県
を
取
り
上
げ
て
分
析
が
な
さ
れ
、
小
論
に
お
い
て

も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
都
市
以
外
の
近
代
の
地

域
社
会
と
感
染
症
に
関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
手
薄
で
あ
り
、
奈
良
県

に
関
し
て
も
専
論
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
小
論
は
、
そ
の
空

隙
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
補
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
こ
に
提
示

す
る
。

な
お
、
大
和
一
国
を
管
轄
す
る
奈
良
県
は
廃
藩
置
県
後
の
府
県
統

合
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
成
立
し
た
も
の
の
、一
八
七
六
年
（
明
治
九
）

四
月
一
八
日
に
堺
県
に
合
併
さ
れ
、
八
一
年
（
明
治
一
四
）
二
月
七

日
に
は
堺
県
が
大
和
国
域
を
含
ん
だ
ま
ま
大
阪
府
に
合
併
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
奈
良
県
再
設
置
の
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
一
一
月
四
日
に
再
設
置
が
成
る
が
、
そ

れ
ま
で
の
堺
県
・
大
阪
府
時
代
に
は
行
政
体
と
し
て
の
奈
良
県
は
存

在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
八
六
年
に
関
す
る
記
述
を

中
心
と
す
る
小
論
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
現
奈
良
県
域
は
大
阪
府
の

管
轄
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
表
題
も
大
和
国
と
し
て
い
る
。
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一
、�

十
市
郡
北
八
木
村
の
概
況
と
主
な
使
用
史
料
に
つ

い
て

本
節
で
は
北
八
木
村
の
概
況
と
、
小
論
で
用
い
る
主
な
史
料
に
つ

い
て
述
べ
て
お
く
。

近
鉄
橿
原
線
大
和
八
木
駅
を
下
車
し
て
南
へ
二
〇
〇
㍍
ほ
ど
歩
く

と
東
西
に
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
道
に
出
会
う
。
自
動
車
の
往
き

来
が
容
易
で
な
い
幅
員
の
狭
い
通
り
だ
。
こ
の
道
は
古
代
の
横
大
路

と
ほ
ぼ
重
な
り
、
近
世
に
は
伊
勢
街
道
と
し
て
多
く
の
人
が
行
き
交

う
地
域
の
重
要
交
通
路
と
な
っ
た
。
こ
の
街
道
を
東
へ
進
ん
で
四
〇

〇
㍍
ほ
ど
行
く
と
、
南
北
に
伸
び
る
直
線
道
と
交
わ
る
交
差
点
に
出

る
。
こ
の
南
北
の
通
路
は
古
代
の
下
ツ
道
と
お
お
む
ね
重
な
る
と
考

え
ら
れ
、
近
世
に
は
奈
良
盆
地
を
南
北
に
結
ぶ
重
要
道
と
な
り
、
中

街
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
両
古
道
の
交
わ
る
地
点
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
西
国
三
十
三

所
名
所
図
会
』
巻
之
八
に
「
八
木
札
街
」（
図
参
照）

（
（

）
と
し
て
描
か

れ
る
繁
華
な
場
所
と
な
っ
た
。
こ
の
交
差
地
の
伊
勢
街
道
を
は
さ
ん

で
北
側
に
十
市
郡
北
八
木
村
が
、
南
側
に
高
市
郡
八
木
村
（
史
料
に

よ
っ
て
は
南
八
木
村
と
記
さ
れ
る
が
、
小
論
で
は
八
木
村
と
統
一
し

て
表
記
す
る
）
が
所
在
し
て
い
た
。

近
世
の
北
八
木
村
は
、幕
府
領
、郡
山
藩
領
を
経
て
文
政
九
年
（
一

八
二
六
）
か
ら
は
高
取
藩
領
と
な
っ
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
。「
元

禄
郷
帳
」「
天
保
郷
帳
」に
は
一
三
九
石
余
の
村
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。

南
側
に
隣
接
す
る
八
木
村
も
高
取
藩
領
で「
元
禄
郷
帳
」「
天
保
郷
帳
」

で
は
村
高
四
六
五
石
余
と
な
っ
て
い
る）

（
（

。
両
村
と
も
に
伊
勢
・
中
両

街
道
沿
い
の
村
落
と
し
て
商
い
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、一
八
八
二
年（
明

治
一
五
）
六
月
に
記
さ
れ
た
北
八
木
村
の
「
村
誌）

（
（

」
に
は
、
七
六
年

一
月
調
べ
と
し
て
戸
口
が
一
八
四
戸
・
八
七
二
人
、
生
業
に
つ
い
て

は
「
農
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
二
十
戸
、商
売
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
百
十
戸
、

西国三十三所名所図会
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手
稼
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
五
十
壱
戸
」
と
あ
り
、
や
は
り
八
二
年
五
月

作
成
の
八
木
村
「
村
誌）

（
（

」
に
は
、
同
じ
く
七
六
年
一
月
調
べ
と
し
て

戸
口
は
二
六
八
戸
・
一
一
一
六
人
、
生
業
は
「
商
業
甚
タ
盛
ン
ニ
シ

テ
皆
商
売
ヲ
業
ト
ス
、
希
ニ
農
業
ヲ
事
ト
ス
レ
ト
モ
商
業
ノ
余
暇
ノ

ミ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
両
村
と
も
に
商
い
の
盛
ん
な
町
場
と
し
て

に
ぎ
わ
っ
て
い
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
似
通
っ
た
性
格
を
有
し
て
隣
接
し
て
い
た
両
村
は
、

郡
を
異
に
し
て
も
関
係
は
深
く
交
流
を
重
ね
て
い
た
。
た
と
え
ば
冒

頭
に
登
場
し
た
八
木
醍
醐
共
同
墓
地
は
、
北
八
木
・
八
木
両
村
と
高

市
郡
醍
醐
村
の
墓
地
で
あ
り
、寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
十
二
月
に
、

こ
の
三
カ
村
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
証
文）

（
（

に
は
「
南
八
木
村
墓
所

之
儀
者
従
往
古
北
八
木
村
醍
醐
村
三
郷
之
墓
所
ニ
而
在
之
候
」
と
あ

り
、
古
く
か
ら
共
同
で
管
理
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
北

八
木
・
八
木
両
村
は
長
年
の
関
係
を
踏
ま
え
て
一
八
八
〇
年
（
明
治

一
三
）
に
合
併
を
願
い
出
る
が）

（
（

、こ
れ
は
認
め
ら
れ
ず
、八
四
年
（
明

治
一
七
）
の
連
合
戸
長
役
場
設
置
の
際
に
は
、
北
八
木
村
は
、
内
膳
・

上
品
寺
・
新
賀
・
山
之
坊
・
木
原
・
石
原
田
六
カ
村
と
と
も
に
第
一

九
戸
長
役
場
の
、
八
木
村
は
、
小
房
・
縄
手
両
村
と
と
も
に
第
一
三

戸
長
役
場
の
管
内
と
な
っ
た
。

念
願
の
両
村
の
合
併
が
成
っ
た
の
は
、一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）

の
市
制
・
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
全
国
的
な
町
村

合
併
は
原
則
と
し
て
連
合
戸
長
役
場
の
範
囲
で
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
地
で
は
北
八
木
・
八
木
両
村
の
長
年
の
関
係

に
配
意
し
て
郡
境
を
越
え
た
合
併
が
認
め
ら
れ
、
新
た
に
こ
の
両
村

に
小
房
村
を
加
え
て
高
市
郡
八
木
町
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
八
木
町
は
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
に
橿
原
市

の
一
部
と
な
り
現
代
に
続
い
て
い
る
。

こ
の
地
域
の
近
世
・
近
代
に
か
か
わ
る
史
料
と
し
て
、
奈
良
大
学

文
学
部
史
学
科
に
は
「
大
和
国
高
市
郡
八
木
村
河
合
家
文
書
」
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
本
学
の
木
下
光
生
研
究
室
に
よ
り
整
理
が

行
わ
れ
、「
大
和
国
高
市
郡
八
木
村
河
合
家
文
書
目
録
・
解
題
」
が

本
誌
三
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
解
題
に
よ
る

と
、
本
文
書
は
八
木
村
の
河
合
庄
治
郎
家
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
明
治
期
に
は
当
主
庄
治
郎
が
八
木
村
の
年
寄
、
副
戸
長
、
総
代

を
歴
任
し
て
い
た
た
め
、
総
数
三
〇
一
点
の
う
ち
近
代
の
村
政
に
関

す
る
史
料
が
一
〇
〇
点
を
占
め
て
い
る
。
近
代
の
当
該
地
域
を
考
え

る
上
で
重
要
な
史
料
群
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
。
さ
ら
に
こ
の
う
ち

半
数
を
越
え
る
六
一
点
が
一
八
八
六
年
の
作
成
で
、
当
然
そ
の
な
か

に
は
コ
レ
ラ
感
染
に
か
か
わ
る
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

に
「
交
通
遮
断
」
を
受
け
た
北
八
木
村
か
ら
は
コ
レ
ラ
関
係
の
史
料
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を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
八
木
村
の
河
合
家
文

書
で
補
っ
て
論
じ
て
い
く
。
以
下
に
お
い
て
引
用
す
る
際
に
は
「
奈

良
大
・
河
合
家
文
書
」
と
略
記
し
、
木
下
光
生
研
究
室
に
よ
る
整
理

番
号
を
付
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
他
に
当
該
期
の
大
和
国
の
状
況
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
廣

吉
壽
彦
・
谷
山
正
道
編
『
大
和
国
高
瀬
道
常
年
代
記
』
上
下
巻
（
清

文
堂
、
一
九
九
九
年
）
を
用
い
る
。
本
書
は
、
下
巻
所
収
「
大
和
国

高
瀬
道
常
年
代
記　

解
説
」
に
よ
る
と
、大
和
国
十
市
郡
荻
田
村
（
現

桜
井
市
生
田
）
の
高
瀬
道
常
（
文
政
三
年
〔
一
八
二
〇
〕
～
明
治
二

四
年
〔
一
八
九
一
〕）
が
書
き
続
け
た
「
大
日
記
」
を
翻
刻
し
た
も

の
で
あ
る
。
高
瀬
家
は
代
々
地
域
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
、
道
常

自
身
も
庄
屋
、
戸
長
の
重
責
を
担
っ
た
。
在
野
の
知
識
人
で
も
あ
っ

た
道
常
は
常
に
情
報
収
集
に
心
が
け
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て

の
社
会
状
況
を
「
大
日
記
」
の
な
か
に
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
一

八
八
六
年
の
コ
レ
ラ
流
行
に
つ
い
て
も
、
北
八
木
村
の
状
況
を
含
め

て
多
く
の
こ
と
を
記
録
し
て
お
り
、
小
論
で
も
参
照
し
た
。
引
用
に

あ
た
っ
て
は
『
高
瀬
年
代
記
』
と
略
記
し
、
巻
数
・
頁
を
付
記
す
る
。

行
政
機
関
と
し
て
一
八
八
六
年
の
コ
レ
ラ
流
行
に
直
面
し
た
大
阪

府
は
、
翌
八
七
年
に
『
明
治
十
九
年
大
阪
府
管
内
虎
列
剌
病
流
行
紀

事
』
を
刊
行
し
て
経
緯
を
記
録
し
て
い
る
。
大
阪
府
の
公
式
の
報
告

書
で
あ
り
、『
大
阪
府
紀
事
』
と
略
記
し
て
引
用
す
る
。
テ
キ
ス
ト

は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
画
像
に
よ
っ
た
。

二
、
一
八
八
六
年
の
地
域
の
状
況

大
和
国
の
地
域
社
会
は
ど
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
コ
レ
ラ
感
染

ピ
ー
ク
の
一
八
八
六
年
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
そ
の
概
略

を
確
か
め
て
お
く
。

一
八
八
〇
年
代
は
松
方
財
政
を
背
景
と
し
て
窮
乏
化
が
進
行
し
た

時
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
な
か
、
八
五
年
（
明
治
一
八
）
六
月

中
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
西
日
本
各
地
で
は
大
量
の
降
雨
か
ら
洪
水

が
発
生
し
、
と
く
に
淀
川
の
氾
濫
は
摂
津
・
河
内
両
地
域
に
大
き
な

被
害
を
与
え
た
。
大
和
国
に
お
い
て
も
大
和
川
が
決
壊
し
て
流
域
町

村
に
水
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
す
は『
高
瀬
年
代
記
』に
、

「
大
和
窪
田
・
半
田
ハ
例
の
水
に
つ
き
ハ
云
ニ
不
及
如
海
、
大
和
川

筋
大
和
勢
野
の
新
橋
の
外
不
残
流
る
、
田
原
本
町
へ
水
つ
き
、
夫
よ

り
乾
手
勢
野
・
立
野
へ
掛
堤
切
家
ヲ
流
し
、
田
面
砂
入
洗
ヒ
流
し
、

筆
紙
ニ
尽
く
し
か
た
し
」（
下
巻
五
九
六
頁
）
と
あ
り
、
平
群
郡
窪

田
村
、
式
下
郡
「
半
田
」（
吐
田
）
村
、
平
群
郡
勢
野
村
、
同
郡
立

野
村
な
ど
大
和
川
沿
い
の
村
落
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
よ
う
す
を
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書
き
留
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
災
害
に
よ
っ
て
地
域
の
生
活
状
況
は
さ
ら
に
深
刻
な
も

の
に
な
っ
た
。
洪
水
翌
年
の
一
八
八
六
年
に
か
か
わ
る
『
高
瀬
年
代

記
』
の
記
述
に
は
「
摂
河
昨
年
水
害
の
土
地
今
年
の
窮
困
亦
貧
物
既

ニ
餓
死
セ
ん
と
す
る
状
況
さ
も
あ
る
へ
し
」（
下
巻
六
三
〇
頁
）
と

あ
り
、
大
和
に
お
い
て
も
「
大
和
五
所
町
戸
数
千
五
六
百
軒
、
当
今

乞
喰
出
る
物
三
百
戸
有
之
と
い
ふ
、
今
井
町
凡
千
戸
内
弐
百
戸
袋
ヲ

提
ル
連
中
ニ
入
リ
タ
リ
と
言
」（
下
巻
六
三
二
頁
）と
記
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
盆
地
中
・
南
部
の
有
力
な
町
場
で
あ
っ
た
葛
上
郡
「
五
所
」（
御

所
）
町
や
高
市
郡
今
井
町
に
お
い
て
も
、
物
乞
い
に
出
る
多
く
の
人

が
出
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
奈
良
大
・
河
合
家
文
書
」
に
は
八
木
村
の
困
窮
人
に
二
点
の
「
乞

食
札
」を
交
付
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点（
番

号
二
四
四
）
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
姓
を
□
に
置
き
換
え

た
。
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
）。

　

八
木
村
乞
食
札
之
証

表　

八
木
村

　
　
　

乞　

食

裏 　

八
木
村
在
籍

　
　

□
□
と
め

　
　
　

外
ニ
小
児
弐
人

右
之
者
極
難
渋
ニ
付
木
札
相
渡
置
候
条
、
食
事
残
物
有
之
節
ハ

救
施
致
遣
シ
被
成
候
、
若
無
之
節
ハ
御
断
被
成
候
而
も
不
苦
、

其
際
強
願
仕
候
ハ
ヽ
当
方
ヨ
リ
急
度
取
締
可
申
、
此
段
報
告
致

候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木
村
総
代　

役
場
ヨ
リ
認
メ
ル

　
　

明
治
十
九
年
五
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

補
助
御
中

「
極
難
渋
」
者
に
は
「
乞
食
札
」
を
交
付
し
て
物
乞
い
を
公
認
す

る
こ
と
で
救
済
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

村
民
の
善
意
に
頼
る
も
の
で
あ
り
、「
食
事
残
物
」な
ど
が
あ
れ
ば「
救

施
」
す
る
よ
う
求
め
、
な
け
れ
ば
「
御
断
被
成
候
」
て
も
か
ま
わ
な

い
と
し
、「
乞
食
」
の
側
が
「
強
願
」
す
れ
ば
戸
長
役
場
が
取
り
締

ま
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
木
下
光
生
「
せ
め
ぎ
合
う
社
会
救
済

と
自
己
責
任）

（
（

」
は
、
貧
困
者
と
そ
の
救
済
に
つ
い
て
は
「
村
の
公
的

責
任
か
村
民
の
自
己
責
任
か
で
責
任
の
押
し
付
け
合
い
を
し
た
り
、

す
み
分
け
を
は
か
っ
た
り
し
て
、
何
と
か
双
方
の
責
任
を
両
立
さ
せ

よ
う
と
」
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
世
社
会
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
国
家
の
社
会
政
策
が
確
立
し

て
い
な
い
明
治
前
期
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
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だ
ろ
う
。

住
民
の
間
近
に
い
た
地
方
行
政
は
当
然
困
窮
を
深
め
る
社
会
状
況

を
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
有
効
な
施
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
責
任
を
民
に
転
嫁
す
る
し
か
な
か
っ
た
。「
奈
良
大
・

河
合
家
文
書
」
に
は
、右
の
「
乞
食
札
」
交
付
と
同
じ
五
月
に
高
市
・

葛
上
・
葛
下
・
忍
海
四
郡
連
合
郡
役
所
か
ら
出
さ
れ
た
次
の
よ
う
な

訓
示
（
番
号
二
五
〇
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勧
業
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奨
励
委
嘱
者

勤
勉
貯
蓄
奨
励
ノ
義
ニ
付
テ
ハ
昨
年
来
当
庁
諭
第
一
号
乃
至
三

号
ヲ
以
テ
追
々
諭
告
ノ
次
第
モ
有
之
候
処
、
本
年
麦
其
他
ノ
作

況
ノ
如
キ
幸
ニ
豊
熟
ノ
色
ヲ
現
ハ
シ
、
将
来
幾
分
歟
余
裕
ヲ
覚

フ
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
、
顧
ミ
テ
眼
ヲ
他
ノ
一
方
ニ
放
テ
ハ
生
計
ハ

日
一
日
ヨ
リ
困
縮
シ
、
餓
死
ニ
瀕
ス
ル
者
続
々
増
加
シ
、
其
惨

状
実
ニ
見
ル
ニ
忍
ヒ
サ
ル
ナ
リ
、
抑
モ
此
原
因
タ
ル
種
々
ア
ル

ヘ
キ
モ
、
当
地
方
ノ
如
キ
嬾
惰
ノ
致
ス
所
亦
其
一
大
原
因
タ
ラ

サ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
、
畢
竟
ス
ル
ニ
不
景
気
ハ
天
然
自
然
ナ
リ
、
人

力
ノ
能
ク
支
フ
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
誤
認
シ
、
耐
忍
ノ
力

ハ
能
ク
事
業
ヲ
成
就
セ
シ
メ
、
不
屈
ノ
行
ハ
能
ク
障
碍
ヲ
破
却

ス
ル
ノ
実
理
ア
ル
ヲ
悟
ラ
ス
、
啻
其
窮
ス
ル
所
ニ
放
任
ス
、
実

ニ
長
大
歎
息
ノ
至
リ
ニ
堪
ヘ
ス
、
今
ヤ
時
気
追
々
暑
ニ
向
ヒ

人
々
倦
怠
ヲ
催
ス
ノ
日
ニ
当
リ
、
彼
ノ
嫌
忌
ス
ヘ
キ
午
睡
ノ
如

キ
特
ニ
其
萌
芽
ヲ
現
サ
ン
ト
ス
、
元
来
此
ノ
弊
習
タ
ル
一
朝
一

夕
ノ
能
ク
矯
正
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
生
計
此
ノ

如
ク
困
縮
シ
饑
餓
目
前
ニ
迫
ル
ノ
重
囲
中
ニ
在
リ
テ
、
悠
々
一

日
ノ
安
ヲ
偸
ミ
緩
々
午
睡
ヲ
事
ト
ス
ル
等
毫
モ
意
ト
セ
サ
ル
如

キ
ア
ラ
ハ
、
何
ノ
時
カ
此
ノ
不
景
気
ノ
勁
敵
ヲ
攘
ヒ
独
立
ノ
体

面
ヲ
保
持
シ
得
ヘ
キ
ヤ
思
ハ
サ
ル
モ
亦
甚
シ
ト
云
フ
ヘ
シ
、
希

ク
ハ
此
際
町
村
申
合
規
約
ヲ
設
ケ
旧
習
ヲ
蝉
脱
シ
、
各
自
奮
ツ

テ
勉
励
候
様
懇
篤
奨
励
致
ス
ヘ
シ
、
此
旨
訓
示
候
事

　

明
治
十
九
年
五
月
廿
四
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
市
葛
上
葛
下
忍
海
郡
長　

中
西
保

管
轄
地
域
が
「
餓
死
ニ
瀕
ス
ル
者
続
々
増
加
」
す
る
と
い
う
「
惨

状
」
に
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
午
睡
」
と
い

う
「
嬾
惰
ノ
致
ス
所
」
で
あ
る
か
ら
「
各
自
奮
ツ
テ
勉
励
」
せ
よ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
策
の
な
か
で
、
人
び
と
の
不
安
や
緊

張
は
し
だ
い
に
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
、
右
訓
示
か
ら
半
年
ほ
ど
後
の

一
一
月
に
は
、
八
木
村
外
二
カ
村
戸
長
役
場
か
ら
各
村
総
代
宛
に
次

の
よ
う
な
指
示
が
達
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、「
奈
良
大
・
河
合
家
文
書
」
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の
史
料
（
番
号
二
九
二
）
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
参
四
壱
号

小
作
ス
ル
者
ニ
於
テ
地
主
ニ
迫
リ
小
作
米
ノ
減
額
ヲ
乞
ハ
ン
カ

タ
メ
、所
々
ニ
於
テ
集
会
シ
地
主
ニ
強
談
ヲ
掛
ケ
候
等
ノ
為
メ
、

集
会
ケ
間
敷
所
業
無
之
様
強
テ
夫
々
へ
御
注
意
有
之
度
旨
、
其

筋
ヨ
リ
御
諭
有
之
候
ニ
付
、
若
右
様
ノ
儀
有
之
節
ハ
一
面
其
説

諭
ニ
着
手
シ
直
ニ
当
役
場
ヘ
別
紙
ヲ
以
報
告
相
成
候
様
御
取
計

可
有
之
、
此
段
内
報
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
市
郡
八
木
村
外
弐
ケ
村

　
　

明
治
拾
九
年
十
一
月
一
日　
　
　
　

戸
長
民
谷
吉
治
郎

「
小
作
ス
ル
者
」
の
な
か
に
「
小
作
米
ノ
減
額
」
を
要
求
し
て
「
地

主
ニ
強
談
」
を
す
る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
時
期
の
高
市
郡
域
の
小
作
争
議
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
で
き
る
史
料

は
未
見
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
事
態
が
実
際
に
発
生
し
て
い
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
地
域
指
導
層
の
間
に
不
安

が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
な
か
で
コ
レ
ラ
感
染
の
明
治
期
第
二
波
と
も
い
え
る
一

八
八
六
年
の
大
流
行
が
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三
、
コ
レ
ラ
感
染
の
拡
大
状
況

本
節
で
は
一
八
八
六
年
の
大
阪
府
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
感
染
状
況

を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
こ
の
分
野
の
基
本
文
献
で
あ
る
山
本
俊
一

『
日
本
コ
レ
ラ
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
は
、
七
九

年
の
コ
レ
ラ
感
染
者
数
を
一
六
万
二
六
三
七
人
、
死
者
数
を
一
〇
万

五
七
八
六
人
と
記
し
、
八
六
年
は
感
染
者
数
一
五
万
五
九
二
三
人
、

死
者
数
一
〇
万
八
四
〇
五
人
と
し
て
い
る
。
当
時
の
日
本
人
口
は
七

九
年
が
約
三
六
四
六
万
四
〇
〇
〇
人
、
八
六
年
は
約
三
八
五
四
万
一

〇
〇
〇
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で）

（1
（

、
七
九
年
の
感
染
率
は
約
〇
・
五
％
、

八
六
年
は
約
〇
・
四
％
と
な
る
。
感
染
率
は
八
六
年
に
向
け
て
低
下

す
る
が
、
死
亡
率
を
み
る
と
、
七
九
年
が
約
六
五
％
、
八
六
年
が
約

七
〇
％
と
上
昇
し
、
死
者
数
は
八
六
年
が
最
高
値
と
な
っ
た
。

こ
の
惨
を
き
わ
め
た
一
八
八
六
年
の
大
阪
府
は
不
穏
の
う
ち
に
明

け
た
。
以
下
、『
大
阪
府
紀
事
』
か
ら
の
摘
記
と
な
る
が
、
同
年
三

月
三
〇
日
付
大
阪
府
諭
第
三
号
は
感
染
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。本

年
一
月
一
日
以
来
虎
列
拉
病
患
者
ハ
日
々
絶
ヘ
ス
シ
テ
本
月

十
三
日
迄
ニ
百
拾
余
名
ニ
及
ヒ
、
腸
窒
扶
斯
患
者
モ
亦
多
数
ニ

シ
テ
已
ニ
七
百
名
ヲ
超
ヘ
、
加
之
常
年
ニ
少
ナ
キ
発
疹
窒
扶
私
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モ
四
百
五
十
余
名
ニ
上
リ
タ
ル
ハ
近
年
稀
ナ
ル
伝
染
病
多
キ
年

柄
ト
謂
フ
ヘ
シ

前
年
か
ら
兆
候
を
み
せ
て
い
た
コ
レ
ラ
感
染
は
、
年
が
明
け
る
と

増
加
に
転
じ
、
さ
ら
に
腸
チ
フ
ス
、
発
疹
チ
フ
ス
も
広
が
っ
た
。「
近

年
稀
ナ
ル
伝
染
病
多
キ
年
柄
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
早
く
も
春
先

の
三
月
に
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
原
因
を
諭
第
三
号
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

昨
年
洪
水
ノ
侵
入
シ
タ
ル
町
村
ニ
於
テ
ハ
床
下
ノ
土
壌
湿
潤
ト

ナ
リ
、
之
レ
カ
為
ニ
床
下
ニ
集
堆
セ
ル
塵
芥
等
漸
々
腐
敗
シ
テ

病
毒
ヲ
醸
シ
、
断
ヘ
ス
屋
内
ニ
蒸
発
シ
テ
不
知
不
識
其
毒
気
ニ

触
レ
冒
サ
レ
遂
ニ
発
病
ス
ル
ニ
至
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
即
チ
昨
年

ノ
洪
水
病
毒
ノ
種
ヲ
蒔
キ
今
年
ニ
至
テ
其
萌
芽
ヲ
発
生
ス
ル
者

ナ
ラ
ン

前
年
に
発
生
し
た
、
淀
川
、
大
和
川
な
ど
前
述
の
洪
水
に
よ
る
住

環
境
の
悪
化
が
「
病
毒
ヲ
醸
シ
」
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
だ
が
、
そ

の
当
否
は
と
も
か
く
季
節
が
移
ろ
い
気
温
が
上
が
る
と
、「
病
毒
ノ

種
」
は
「
萌
芽
ヲ
発
生
ス
ル
」
こ
と
と
な
り
、
コ
レ
ラ
は
い
よ
い
よ

本
格
的
に
蔓
延
し
は
じ
め
た
。

四
月
一
九
日
、
大
阪
府
は
「
虎
列
拉
病
予
防
部
」
を
設
け
て
感
染

拡
大
に
備
え
た
。
こ
れ
は
府
庁
衛
生
課
員
と
警
察
官
か
ら
な
る
組
織

で
、
患
者
発
生
の
際
の
消
毒
作
業
の
実
施
、
患
者
の
「
避
病
院
」
へ

の
収
容
、
遺
体
の
火
葬
、
そ
し
て
後
に
詳
し
く
み
る
「
交
通
遮
断
」

の
断
行
な
ど
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

五
月
を
迎
え
て
感
染
の
ス
ピ
ー
ド
は
さ
ら
に
上
が
っ
た
。
同
月
一

五
日
、「
虎
列
拉
病
予
防
部
」
を
「
検
疫
本
部
」
と
改
称
し
て
体
制

を
強
化
し
、
府
内
各
警
察
署
管
内
ご
と
に
「
検
疫
支
部
」
を
設
け
て

感
染
防
止
に
力
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
同
日
発
令
の
甲
第
七
八
号
で

「
神
仏
祭
礼
開
帳
等
ノ
為
メ
人
民
ノ
群
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
停
止
」
す
る

と
命
じ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
努
力
も
た
だ
ち
に
効
果
を
あ
げ
る

こ
と
は
で
き
ず
、同
月
二
〇
日
に
は
大
阪
府
を
「
虎
列
拉
病
流
行
地
」

と
す
る
政
府
判
断
が
下
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

患
者
の
激
増
に
対
処
す
る
た
め
、
府
内
で
は
「
避
病
院
」
の
増
設

を
進
め
、
六
月
一
〇
日
に
は
「
清
潔
法
規
則
」
を
制
定
し
、「
虎
列

拉
病
患
者
発
生
セ
シ
屋
舎
并
ニ
近
接
不
潔
ノ
家
屋
」
に
対
す
る
消
毒

や
清
掃
を
法
的
強
制
力
を
も
っ
て
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
施
策
を
展
開
し
た
結
果
、
よ
う
や
く
年
末
の
一
二
月
二

日
に
「
虎
列
拉
病
流
行
地
」
指
定
は
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
感

染
は
終
息
を
迎
え
る
の
だ
が
、
こ
の
一
年
の
大
阪
府
内
の
患
者
数
は

一
万
九
七
〇
九
人
に
の
ぼ
っ
た
。
同
年
の
大
阪
府
現
住
数
が
一
七
〇

万
五
三
三
一
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で
感
染
率
は
約
一
・
二
％
と
な
る
。



−　 −59

前
述
の
よ
う
に
全
国
で
は
〇
・
四
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
な
り
の
高

率
で
発
生
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。死
亡
者
数
は
一
万
五
九
六
八
人
、

死
亡
率
は
、
こ
れ
ま
た
全
国
の
数
値
を
上
回
る
八
一
％
に
達
す
る
と

い
う
惨
状
と
な
っ
た
。

大
阪
府
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
大
和
国
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。『
高
瀬
年
代
記
』
の
六
月
六
日
の
記
述
に
よ

る
と
、「
大
和
忍
海
郡
江
立
入
、
是
ニ
テ
大
坂
府
下
四
十
何
郡
悉
ク

拉
病
の
不
至
処
な
し
」
と
い
っ
た
状
態
で
、「
大
和
ハ
毎
日
十
人
以

上
二
十
人
迄
」（
下
巻
・
六
三
七
頁
）
の
患
者
が
発
生
が
み
ら
れ
た

と
記
し
て
い
る
。
摂
河
泉
で
広
ま
っ
た
感
染
は
六
月
に
な
る
と
大
和

国
全
域
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。
す
で
に
五

月
二
〇
日
に
奈
良
警
察
署
管
内
に
「
検
疫
支
部
」
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
六
月
二
日
に
郡
山
、
同
七
日
に
三
輪
と
御
所
の
そ
れ
ぞ
れ
警
察

署
管
内
に
も
「
検
疫
支
部
」
が
増
設
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
感
染
の

広
が
り
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

『
大
阪
府
紀
事
』
か
ら
大
和
国
内
の
患
者
数
、
死
亡
者
数
を
郡
別

に
ま
と
め
る
と
表
の
よ
う
に
な
る
。

大
和
国
全
体
で
感
染
者
数
は
二
九
五
六
人
、
感
染
率
〇
・
六
％
、

死
者
数
は
二
二
三
八
人
、
死
亡
率
七
五
・
七
％
、
い
ず
れ
も
大
阪
府

全
体
に
比
べ
る
と
低
い
が
、
こ
れ
は
農
村
部
が
多
い
地
域
的
特
性
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
郡
別
に
み
る
と
、「
交
通
遮
断
」
の
措
置
を
受

け
た
北
八
木
村
が
含
ま
れ
る
十
市
郡
の
感
染
率
が
二
・
五
％
と
な
り
、

と
く
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
大
阪
府
紀
事
』
に
は
町
村
別
の
数
字
も
示
さ
れ
て
お
り
、
死
者

数
を
基
準
に
大
和
国
内
の
上
位
三
位
ま
で
を
並
べ
て
み
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

表　大和国内郡別患者・死亡者数
患者数 対人口比率 死亡者数 死亡率

添上郡  （（（ 0.（%  （（（ （0.0%
添下郡  （（（ 0.（%  （（（ （（.（%
山辺郡  （0（ 0.（%   （（ （0.（%
広瀬郡   （（ 0.（%   （（ （（.0%
平群郡  （（（ 0.（%  （（0 （（.（%
式上郡  （（（ 0.（%  （（（ （（.（%
式下郡  （0（ （.（%  （（（ （（.（%
宇陀郡   （（ 0.0（%   （（ （（.（%
十市郡  （（（ （.（%  （（（ （0.（%
高市郡  （（（ 0.（%  （（（ （（.（%
葛上郡  （（（ 0.（%  （（（ （0.（%
葛下郡  （（（ 0.（%  （（（ （0.（%
忍海郡   （（ 0.（%   （0 （（.（%
宇智郡    （ 0.0（%    （ （00%
吉野郡   （（ 0.0（%   （（ （（.（%
合　計 （（（（ 0.（% （（（（ （（.（%
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十
市
郡
田
原
本
村　

六
月
三
日
～
一
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

患
者
数
九
八
、
死
者
数
七
二

十
市
郡
北
八
木
村　

七
月
一
九
日
～
八
月
二
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

患
者
数
九
九
、
死
者
数
七
〇

十
市
郡
桜
井
村　
　

六
月
二
五
日
～
一
〇
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

患
者
数
六
七
、
死
者
数
四
九

葛
上
郡
御
所
町　
　

六
月
二
〇
日
～
一
〇
月
一
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

患
者
数
五
八
、
死
者
数
四
九

死
者
数
の
上
位
村
が
十
市
郡
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

月
日
は
患
者
が
発
生
し
た
期
間
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
が
、
北
八

木
村
よ
り
多
く
の
死
者
を
出
し
た
田
原
本
村
に
「
交
通
遮
断
」
が
実

施
さ
れ
ず
、
北
八
木
村
が
対
象
と
な
っ
た
の
は
短
期
間
に
多
く
の
患

者
・
死
者
が
出
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
論
冒
頭
の
「
吊
祭

疫
死
者
之
碑
」
は
、
こ
の
七
〇
名
の
人
び
と
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
北
八
木
村
を
中
心
と
し
た
地
域
の
状

況
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
短
期
間
に
患
者
が
多
発
し
た
地
域

に
適
用
さ
れ
た
「
交
通
遮
断
」
の
内
容
に
つ
い
て
確
か
め
て
み
た
い
。

四
、
北
八
木
村
の
「
交
通
遮
断
」
＝
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

「
交
通
遮
断
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
前
掲
山

本
『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
に
よ
る
と
、
明
治
期
以
降
の
コ
レ
ラ
に
関
す

る
令
達
類
の
最
初
は
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
）
八
月
二
七
日
付
内

務
省
乙
達
第
七
九
号
「
虎
列
剌
病
予
防
法
心
得
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

第
一
六
条
に
は
「「
虎
列
剌
」
病
者
ア
ル
家
宅
船
舶
ノ
門
戸
入
口
ニ

著
シ
ク
「
虎
列
剌
」
伝
染
病
ア
リ
ノ
数
字
ヲ
記
シ
テ
之
ヲ
貼
付
シ
成

丈
ケ
無
用
ノ
人
ノ
交
通
ヲ
断
ツ
ヘ
シ）

（（
（

」
と
あ
り
、
こ
れ
が
人
の
出
入

り
に
関
す
る
規
制
の
初
め
と
な
っ
た
。

次
い
で
一
八
七
九
年
六
月
二
八
日
付
太
政
官
布
告
第
二
三
号
「
虎

列
剌
病
予
防
仮
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
。『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
に
よ

る
と
「
わ
が
国
最
初
の
コ
レ
ラ
に
対
す
る
予
防
規
則
で
あ
り
、
ま
た

最
初
の
伝
染
病
予
防
法
」（
二
六
〇
頁
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も

第
一
三
条
に
「
虎
列
剌
病
者
ア
ル
家
ハ
其
病
名
ヲ
大
書
シ
テ
門
戸
ニ

貼
附
シ
不
得
止
事
故
ア
ル
ノ
外
他
人
ノ
出
入
ヲ
謝
絶
ス
ヘ
シ）

（1
（

」
と
し

て
人
の
出
入
り
に
規
制
を
か
け
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
コ
レ
ラ
患
者

を
出
し
た
個
別
の
家
を
対
象
と
し
、
病
名
を
「
大
書
」
し
た
書
類
を

貼
付
し
て
危
険
を
明
示
し
た
上
で
家
人
の
外
出
や
患
家
へ
の
来
訪
を

禁
じ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
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一
八
七
九
年
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
を
踏
ま
え
、
政
府
は
翌
八
〇
年

（
明
治
一
三
）
七
月
九
日
付
太
政
官
布
告
第
三
四
号
「
伝
染
病
予
防

規
則
」
を
公
布
し
た）

（1
（

。
こ
の
規
則
で
は
、
コ
レ
ラ
、
腸
チ
フ
ス
、
赤

痢
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
発
疹
チ
フ
ス
、
痘
瘡
の
六
種
が
伝
染
病
と
し
て

定
義
さ
れ
、
総
合
的
な
対
処
法
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
規
則
に
お
い
て
も
第
八
条
で
コ
レ
ラ
患
者
を
出
し
た
家
に
は
病
名

を
貼
付
し
て
人
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
従
前
の

方
針
が
踏
襲
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
五
条
で
は
コ
レ
ラ
流
行
激
化

の
際
に
は
、
地
方
長
官
は
「
祭
礼
劇
場
等
人
民
ノ
群
集
ヲ
差
止
メ
ル

コ
ト
」
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

右
の
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
は
一
八
八
一
年
の
太
政
官
布
告
第
五

八
号
で
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た）

（1
（

。

明
治
十
三
年
七
月
第
三
十
四
号
布
告
伝
染
病
予
防
規
則
第
十
五

条
ヘ
左
ノ
一
項
追
加
候
条
、
此
旨
布
告
候
事

虎
列
剌
已
ニ
市
街
村
落
ノ
全
部
若
ク
ハ
一
部
分
ニ
於
テ
蔓
延
ノ

兆
候
ヲ
顕
ハ
シ
、
其
他
ノ
部
分
ニ
及
ホ
サ
ヽ
ル
様
遮
断
シ
得
ヘ

キ
モ
ノ
ト
見
認
ル
ト
キ
ハ
、
地
方
官
ヨ
リ
内
務
卿
ニ
稟
議
シ
交

通
ヲ
断
タ
シ
ム
ル
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
一
五
条
に
定
め
ら
れ
た
「
人
民
ノ
群
集
ヲ
差
止
メ
ル
」
事
例
と

し
て
、「
市
街
村
落
ノ
全
部
若
ク
ハ
一
部
分
」
と
い
う
一
定
の
面
的

広
が
り
を
も
っ
た
地
域
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
を
対
象
と
し
て
「
交
通

ヲ
断
タ
シ
ム
ル
」
処
分
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
の
太
政
官
布
告
第
四
七
号

で
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た）

（1
（

。

明
治
十
三
年
七
月
第
三
十
四
号
布
告
伝
染
病
予
防
規
則
第
八
条

中
病
名
票
貼
付
ノ
儀
ハ
当
分
之
ヲ
施
行
セ
ス

第
八
条
に
定
め
ら
れ
て
い
た
患
者
を
出
し
た
家
に
「
病
名
票
」
を

貼
付
す
る
と
い
う
、
一
八
七
九
年
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
、
社
会
的

差
別
や
排
除
を
増
幅
さ
せ
る
と
し
か
思
え
な
い
措
置
は
「
当
分
之
ヲ

施
行
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
前
年
布
告
の
第
五
八
号
と
合

わ
せ
て
み
れ
ば
、
規
制
の
重
点
が
個
別
の
家
か
ら
地
域
へ
、
点
か
ら

面
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
一
定
の
領
域

を
も
っ
た
地
域
を
、法
的
強
制
力
に
よ
っ
て
封
鎖
す
る
「
交
通
遮
断
」

＝
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
と
い
う
方
式
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
大
阪
府
紀
事
』
に
よ
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
法
改
正
が
進
め
ら

れ
る
な
か
で
一
八
八
六
年
を
迎
え
た
大
阪
府
は
、「
交
通
遮
断
」
措

置
を
西
成
郡
の
三
カ
村
と
若
江
郡
の
一
カ
村
、
大
和
国
域
で
は
平
群

郡
の
一
カ
村
と
十
市
郡
の
北
八
木
村
及
び
他
一
カ
村
、
計
七
カ
村
に

対
し
て
実
施
し
た
。
同
年
八
月
一
三
日
付『
大
阪
朝
日
新
聞
』は「
交

通
遮
断
」
と
題
し
た
記
事
の
な
か
で
大
阪
区
部
で
実
施
さ
れ
た
場
合
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の
予
想
さ
れ
る
措
置
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

●
交
通
遮
断
（
中
略
）
一
人
の
虎
列
拉
新
患
者
を
発
し
た
ら
ん

に
は
検
査
委
員
直
ち
に
該
処
に
到
り
、
其
模
様
及
び
戸
数
の
多

少
を
見
は
か
ら
ひ
て
直
ち
に
之
を
実
行
し
、
其
裏
の
出
入
口
に

巡
査
を
立
せ
て
一
切
人
民
の
出
入
を
禁
じ
、
其
裏
に
井
あ
ら
ば

其
水
の
使
用
を
も
禁
じ
て
区
役
所
よ
り
各
戸
に
配
附
す
る
水
を

使
用
せ
し
め
、
毎
日
の
食
料
も
皆
区
役
所
よ
り
夫
々
付
与
せ
ら

る
ゝ
ゆ
ゑ
、
其
裏
に
居
る
人
民
は
裏
の
内
と
吾
家
の
内
外
の
掃

除
を
す
る
よ
り
外
に
為
す
べ
き
事
と
て
は
な
く
、
一
度
此
交
通

遮
断
を
実
行
せ
ら
れ
し
処
ハ
い
づ
れ
も
清
潔
に
な
り
た
り
と
い

ふ
、
又
此
交
通
遮
断
の
日
数
は
五
日
間
の
定
な
れ
ど
も
、
其
五

日
間
に
復
新
患
者
の
発
し
た
ら
ん
に
は
更
に
五
日
間
交
通
を
遮

断
せ
ら
る
ゝ
筈
な
り
と
い
へ
り

右
記
事
に
よ
る
と
、「
交
通
遮
断
」
を
断
行
す
る
場
合
は
、「
検
査

委
員
」
や
警
察
官
を
派
遣
し
て
人
び
と
の
出
入
り
と
井
戸
水
の
使
用

を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
食
糧
や
水
は
行
政
か
ら
供
給
す
る
と
い
う
手

続
き
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、『
大
阪
府

紀
事
』
中
の
「
施
行
ノ
要
領
」
に
は
担
当
す
る
警
察
官
の
服
装
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

警
部
及
巡
査
ハ
正
服
佩
剣
ヲ
撤
シ
、
斉
シ
ク
予
防
服
（
通
常
洋

服
）
ヲ
着
用
セ
シ
ム
、
其
因
由
ハ
乃
チ
患
家
於
テ
警
官
ノ
威
厳

ヲ
嫌
忌
ス
ル
ノ
陋
習
ア
ル
カ
故
ニ
可
及
的
姿
声
ヲ
穏
和
ニ
シ
テ

事
状
ヲ
隠
匿
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
レ
ハ
ナ
リ

警
察
官
に
対
す
る
「
嫌
忌
」
の
感
情
に
考
慮
し
て
「
姿
声
ヲ
穏
和
」

に
す
る
と
と
も
に
「
事
状
ヲ
隠
匿
」
す
る
た
め
に
、
制
服
で
は
な
く

「
予
防
服
」
に
よ
っ
て
業
務
に
つ
か
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
大
阪

朝
日
新
聞
』
記
事
に
よ
る
食
糧
・
水
の
配
付
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

地
域
住
民
の
合
意
獲
得
に
相
当
の
配
慮
を
行
い
な
が
ら「
交
通
遮
断
」

を
実
施
し
た
と
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
措
置
は
大
和
国
に
お
い
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
六
月
七
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
十
市
郡
の
一
カ

村
で
、
八
月
四
日
か
ら
同
月
二
一
日
ま
で
北
八
木
村
で
、
八
月
二
〇

日
か
ら
九
月
一
〇
日
ま
で
平
群
郡
の
一
カ
村
で
「
交
通
遮
断
」
が
実

施
さ
れ
た
。

八
月
の
北
八
木
村
で
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
コ
レ
ラ
感
染
の

急
拡
大
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
大
阪
府
紀
事
』
に
よ
る
と
、
隣

接
す
る
高
市
郡
八
木
村
の
患
者
発
生
数
を
わ
ず
か
六
名
と
し
て
お

り
、
九
九
名
が
罹
患
し
た
北
八
木
村
と
は
大
差
が
生
じ
て
い
る
。
北

八
木
村
だ
け
の
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ

ろ
明
瞭
に
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。『
大
阪
府
紀
事
』
掲
載
の
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八
月
九
日
付
大
阪
府
告
諭
第
一
号
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

告
諭
第
一
号

吾
邦
ニ
ハ
旧
暦
七
月
ニ
生
霊
祭
ト
唱
ヘ
団
子
、
牡
丹
餅
、
冷
素

麺
、
西
瓜
、
其
外
種
々
ノ
飲
食
物
ヲ
仏
前
ニ
供
ヘ
、
或
ハ
他
家

ト
遣
リ
取
リ
ヲ
為
シ
飲
食
ス
ル
ハ
一
般
ノ
仕
来
ナ
レ
ト
モ
、
今

年
ノ
如
キ
悪
病
流
行
ノ
時
ハ
、
少
シ
ノ
飲
ミ
過
キ
食
ヒ
過
シ
モ

忽
チ
悪
病
ノ
元
ト
ナ
ル
ハ
毎
年
ノ
例
ニ
拠
リ
テ
疑
ヒ
ナ
キ
コ
ト

ナ
リ
（
中
略
）
本
年
ノ
如
キ
モ
大
和
国
十
市
郡
北
八
木
村
ニ
一

時
沢
山
ノ
病
人
ア
リ
シ
ハ
全
ク
同
村
ノ
天
頭
祭
ニ
種
々
ノ
飲
食

ヲ
過
セ
シ
カ
基
ト
ナ
リ
、
其
外
此
処
彼
処
ニ
汎
発
ス
ル
モ
或
ハ

病
人
ノ
宅
ヘ
往
キ
、
或
ハ
病
人
ノ
家
ヨ
リ
人
ノ
来
リ
テ
自
然
病

ノ
毒
ヲ
貰
ヒ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
最
モ
多
シ
（
下
略
）

夏
の
お
盆
な
ど
の
行
事
に
よ
っ
て
人
び
と
が
集
ま
り
共
食
す
る
こ

と
が
感
染
拡
大
の
原
因
に
な
る
と
し
て
、
そ
の
自
粛
を
求
め
た
告
諭

で
あ
る
が
、こ
の
な
か
で
北
八
木
村
を
例
に
あ
げ
同
村
の
「
天
頭
祭
」

が
「
一
時
沢
山
ノ
病
人
」
が
出
る
契
機
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
北
八
木
村
に
「
天
頭
祭
」
と
称
す
る
夏
の
祭
礼
を

史
料
に
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
府
が
何
を
根
拠
に
右
の
よ
う
な
判
断

を
下
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
夏
季
に
愛

宕
講
の
行
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り）

（1
（

、
こ
れ
を
指
す
か
と
も
思
わ

れ
る
が
、
現
段
階
で
は
明
ら
か
に
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

「
交
通
遮
断
」
措
置
は
対
象
と
な
っ
た
町
村
だ
け
で
な
く
、
周
辺

地
域
の
人
び
と
の
行
動
に
も
影
響
を
与
え
た
。「
奈
良
大
・
河
合
家

文
書
」
に
は
次
の
よ
う
な
史
料
（
番
号
二
七
五
）
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。第

一
〇
四
弐
号

先
般
来
北
八
木
村
悪
疫
流
行
ノ
際
、
其
防
禦
ノ
為
メ
交
通
遮
絶

ノ
請
書
各
人
民
ヨ
リ
取
受
候
処
、
目
今
已
に
該
病
消
滅
ノ
域
ニ

立
至
リ
候
ニ
付
、
本
日
限
リ
従
前
之
通
ト
可
相
心
得
様
無
洩
御

通
知
相
成
度
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
市
郡
八
木
村
外
二
ケ
村

　

明
治
十
九
年
八
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　

戸
長
役
場　

印

　
　
　

八
木
村
人
民
総
代
河
合
庄
治
郎
殿

北
八
木
村
の
「
交
通
遮
断
」
措
置
の
解
除
を
知
ら
せ
る
文
書
で
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
『
大
阪
府
紀
事
』
は
措
置
の
期
限
を
八
月
二
一

日
と
し
て
い
る
の
で
、「
八
月
三
十
日
」付
の
発
出
で
は
九
日
も
遅
く
、

こ
の
日
付
は
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
「
交
通
遮
絶
ノ
請
書
各
人
民
ヨ
リ
取
受
」
の
部
分
で

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
高
市
郡
八
木
村
外
二
カ
村
戸
長
役
場
は
八
木
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村
と
小
房
・
縄
手
両
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
請
書
」
の

提
出
者
は
当
然
こ
の
三
カ
村
の
人
び
と
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
お
そ

ら
く
北
八
木
村
に
は
出
向
か
な
い
こ
と
を
承
知
し
た
一
札
を
戸
長
役

場
に
差
し
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
村
の
「
交
通
遮
断
」
は

こ
の
よ
う
に
周
辺
地
域
も
巻
き
こ
ん
で
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。「

交
通
遮
断
」
の
実
施
は
人
び
と
に
恐
れ
や
不
安
、
当
該
地
域
へ

の
忌
避
の
感
情
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
高
瀬
年
代
記
』

に
は
「
十
市
郡
北
八
木
土
橋
屋
庄
九
郎
宅
よ
り
北
去
月
廿
日
過
四
五

日
之
間
ニ
五
六
十
人
死
亡
、
尚
避
病
院
ニ
三
十
人
計
入
居
、
行
通
解

散
後
モ
知
人
ハ
恐
れ
テ
通
行
セ
ズ
ト
云
々
」（
下
巻
・
六
四
三
頁
）

と
あ
る
。「
行
通
解
散
後
」
と
は
「
交
通
遮
断
」
が
解
か
れ
て
後
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
村
内
を
「
恐
れ
テ
通
行
セ
ズ
」
と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

コ
レ
ラ
に
罹
患
し
て
亡
く
な
っ
た
人
び
と
の
遺
体
の
処
理
も
問
題

と
な
っ
た
。
同
じ
く
『
高
瀬
年
代
記
』
に
は
、
一
八
七
九
年
の
流
行

の
際
に
「
俵
本
郷
墓
ニ
候
得
と
も
コ
レ
ラ
病
之
者
村
中
ニ
不
入
と
て

竹
槍
ヲ
以
騒
き
た
り
」（
上
巻
・
三
九
五
頁
）
と
い
う
騒
動
が
発
生

し
た
と
あ
る
。
十
市
郡
「
俵
本
」（
田
原
本
）
村
に
あ
る
地
域
の
共

同
墓
地
＝
「
郷
墓
」
に
、
コ
レ
ラ
で
亡
く
な
っ
た
人
の
遺
体
を
入
れ

ま
い
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
八
六
年

に
あ
っ
て
は
十
市
郡
南
浦
村
の
墓
地
に
「
近
在
各
持
込
、
火
葬
近
傍

農
業
人
煙
り
ヲ
見
テ
逃
廻
リ
居
る
」（
下
巻
・
六
三
七
頁
）状
態
で
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
コ
レ
ラ
の
死
者
は
、
そ
の
火
葬
の
煙
に
対
し

て
で
す
ら
忌
避
の
意
識
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

北
八
木
村
を
め
ぐ
っ
て
も
よ
く
似
た
状
況
が
生
じ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
奈
良
大
・
河
合
家
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い

る
、
八
木
村
外
二
カ
村
戸
長
役
場
か
ら
八
木
村
総
代
河
合
庄
治
郎
宛

に
発
出
さ
れ
た
七
月
三
一
日
付
の
文
書
（
番
号
二
七
一
）
か
ら
推
測

で
き
る
。
こ
れ
は
火
葬
場
の
設
置
を
め
ぐ
る
紛
議
を
伝
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
小
論
冒
頭
で
触
れ
た
八
木
醍
醐
共
同
墓
地
は
飛
鳥
川
沿
い

に
所
在
す
る
が
、
そ
の
対
岸
に
は
高
市
郡
今
井
町
の
墓
地
が
所
在
し

て
い
る
。
コ
レ
ラ
感
染
が
猖
獗
を
極
め
た
一
八
八
六
年
に
は
大
和
国

の
各
地
で
多
数
の
火
葬
場
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
奈
良
県

立
図
書
情
報
館
所
蔵
の
奈
良
県
庁
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
が
、
八
木

醍
醐
共
同
墓
地
と
今
井
町
墓
地
の
間
で
も
共
同
の
火
葬
場
を
設
置
す

る
話
が
進
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
今
井
町
が

難
色
を
示
し
た
こ
と
が
戸
長
役
場
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
急

い
で
走
り
書
き
し
た
と
思
わ
れ
判
読
が
容
易
で
は
な
く
、
不
明
箇
所

は
□
と
し
て
い
る
が
、
関
連
部
分
を
示
す
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
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あ
っ
た
。

　

第
九
〇
八
号

一 
昨
日
管
理
者
鈴
木
諦
順
氏
よ
り
火
葬
場
設
置
云
々
被
申
出
、

就
テ
ハ
北
八
木
如
キ
ハ
甚
以
病
発
人
多
分
有
之
処
、
何
時
当

管
内
ヘ
伝
染
有
哉
モ
難
計
候
ニ
付
、
至
急
組
合
村
総
代
協
議

ヲ
遂
ケ
片
時
モ
急
キ
執
行
ニ
差
閊
無
之
様
御
取
計
被
成
度
、

尤
過
日
今
井
方
江
□
願
ノ
末
火
葬
執
行
ノ
儀
該
町
ニ
於
テ

種
々
口
情
ノ
旨
該
役
場
ヨ
リ
報
知
ア
リ
□
□
右
場
所
ニ
於
テ

執
行
ノ
□
ヲ
為
ス
コ
ト
不
能
（
中
略
）

　

明
治
拾
九
年
七
月
三
十
一
日　
　
　
　

在
八
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長
役
場

　
　
　
　
　
　
　
　

総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
合
庄
治
郎
殿

今
井
町
で
は
「
北
八
木
如
キ
」
患
者
が
多
数
発
生
す
る
村
の
火
葬

は
受
け
ら
れ
な
い
と
、「
種
々
口
情
」が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
口
情
」
と
は
苦
情
か
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
の
『
高
瀬
年
代
記
』

の
記
述
を
参
照
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
拒
絶
が
発
生
す
る
こ
と
も
、

け
っ
し
て
奇
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

以
上
の
よ
う
に
詳
細
は
不
明
な
が
ら
盛
夏
の
北
八
木
村
で
コ
レ
ラ

感
染
は
爆
発
し
、
前
述
の
よ
う
に
九
九
人
の
患
者
と
七
〇
人
の
死
者

を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。『
大
阪
府
紀
事
』
は
当
年
の
北
八
木
村
の

戸
口
を
一
八
一
戸
、
八
五
七
人
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
な

ら
、
人
口
の
約
一
一
・
六
％
が
罹
患
し
、
八
・
二
％
が
一
カ
月
余
の

短
時
日
の
う
ち
に
命
を
落
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
地
域
に
と
っ
て
は

実
に
衝
撃
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

お
わ
り
に

小
論
で
は
北
八
木
村
に
お
け
る
一
八
八
六
年
の
コ
レ
ラ
感
染
と
、

同
村
が
受
け
た
「
交
通
遮
断
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
筆
者
の
力
量
不

足
も
あ
っ
て
当
事
者
で
あ
る
北
八
木
村
内
の
状
況
を
詳
ら
か
に
す
る

史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
隔
靴
掻
痒
の
ご
批
判
は
甘
受
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
取
り
敢
え
ず
の
覚
書
と
し
て

提
出
し
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
て
探
求
を
続
け
て
い
き
た
い
。

一
八
八
六
年
の
「
交
通
遮
断
」
は
食
糧
・
水
の
配
付
や
地
域
の
人

び
と
の
合
意
の
獲
得
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
警

察
の
力
を
用
い
た
強
権
的
な
地
域
封
鎖
＝
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
で
あ
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
内
務
省
の
衛
生
行
政
を
め
ぐ
る
近
年
の
す
ぐ
れ

た
研
究
成
果
で
あ
る
小
島
和
貴『
長
与
専
斎
と
内
務
省
の
衛
生
行
政
』
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（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
は
、
こ
う
し
た
強
権
的

な
手
法
を
、
長
与
専
斎
が
「
一
切
巡
査
の
持
切
り
」
と
な
る
「
警
察

一
手
持
」
の
衛
生
行
政
と
し
て
き
び
し
く
批
判
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
（
同
書
一
六
六
頁
）。
こ
う
し
た
批
判
も
受
け
て
、
衛

生
行
政
は
警
察
主
導
に
よ
る
対
応
か
ら
住
民
の
自
治
の
力
を
活
用
す

る
方
向
へ
と
舵
を
切
っ
て
い
く
。冒
頭
の
八
木
醍
醐
共
同
墓
地
の「
吊

祭
疫
死
者
之
碑
」
は
、
こ
の
転
換
期
の
地
域
の
惨
状
を
示
す
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
掲
載
し
た
写
真
は
所
在
の
確
認
の
た
め
に
二
〇
二

一
年
九
月
六
日
に
訪
れ
た
際
に
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
供

え
ら
れ
て
い
た
花
は
ま
だ
新
し
く
、
今
も
な
お
、
あ
る
い
は
新
型
コ

ロ
ナ
に
心
の
ふ
さ
ぐ
今
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き
か
、
記
憶
が
継
承

さ
れ
合
掌
す
る
人
が
絶
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
も
う
一
つ
付
言
し
て
お
く
と
、
大
和
国
内
で
「
交
通
遮
断
」

を
受
け
た
三
カ
村
の
う
ち
、
北
八
木
村
以
外
の
二
カ
村
、
つ
ま
り
十

市
郡
と
平
群
郡
の
各
一
カ
村
は
い
ず
れ
も
被
差
別
部
落
で
あ
っ
た
。

前
掲
の
安
保
『
ミ
ナ
ト
神
戸　

コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
・
ス
ラ
ム
』
や
小

林
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』
は
、
都
市
の
分
析
を
も
と
に
、
コ
レ

ラ
感
染
の
拡
大
と
、
こ
れ
に
と
も
な
う
衛
生
観
念
の
変
容
が
社
会
的

差
別
増
幅
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
じ
こ

と
が
大
和
国
の
よ
う
な
農
村
部
に
お
い
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
言
で
き
る
だ
け
の
史
料
を
見
出

し
て
お
ら
ず
、
な
お
多
く
の
調
査
活
動
と
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ

り
、
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
大
和
国
に
お
け
る
「
一
八
八
六
年
の

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
は
現
代
に
向
け
て
重
要
な
問
い
を
提
起
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
（
） 

加
藤
陽
子
「
コ
ロ
ナ
禍
の
世
界
か
ら
み
る
国
家
と
国
民
の
関
係
の
変

容
」（
歴
史
学
研
究
会
編
『
コ
ロ
ナ
の
時
代
の
歴
史
学
』
績
文
堂
出
版
、

二
〇
二
〇
年
所
収
）

（
（
） 

著
者
急
逝
後
、『
近
代
日
本
の
社
会
的
差
別
形
成
史
の
研
究
―
増
補
「
ミ

ナ
ト
神
戸　

コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
・
ス
ラ
ム
」』（
明
石
書
店
、二
〇
〇
七
年
）

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
（
） 

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
っ
た
。

（
（
） 

改
訂
橿
原
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
橿
原
市
史
』
本
編
上
巻
（
一
九
八

七
年
）
二
二
四
頁

（
（
） 

橿
原
市
立
図
書
館
所
蔵
旧
八
木
町
役
場
文
書
。
注
（
前
掲『
橿
原
市
史
』

史
料
第
三
巻
（
一
九
八
六
年
）
一
七
二
頁
に
翻
刻
。

（
（
） 
右
同
史
料
。
右
同
書
一
六
八
頁
に
翻
刻
。

（
（
） 
橿
原
市
史
編
集
委
員
会
『
橿
原
市
史
史
料
編
』（
一
九
六
三
年
）
七
四

頁
所
載
「〔
三
郷
立
合
墓
所
の
儀
に
つ
き
〕
為
取
替
申
定
証
文
之
事
」

（
（
） 

注
（
前
掲
『
橿
原
市
史
』
史
料
第
三
巻
一
六
七
頁
所
載
「
南
八
木
村
・
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北
八
木
村
合
村
契
約
証
」

（
（
） 
木
下
光
生
『
貧
困
と
自
己
責
任
の
近
世
日
本
史
』（
人
文
書
院
、
二
〇

一
七
年
）
の
第
五
章
。
初
出
は
「
せ
め
ぎ
合
う
社
会
救
済
と
自
己
責

任
―
近
世
村
社
会
の
没
落
と
貧
困
へ
の
向
き
合
い
方
」（
奈
良
歴
史
研

究
会
『
奈
良
歴
史
研
究
』
七
六
、
二
〇
一
一
年
）

（
（0
） 

矢
野
恒
太
記
念
会
編
『
数
字
で
み
る
日
本
の
一
〇
〇
年　

日
本
国
勢

図
会
長
期
統
計
版　

改
訂
第
七
版
』（
国
勢
社
、
二
〇
二
〇
年
）
掲
載

の
数
字
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
所
載
「
付
資
料
」
八
六
六
頁
。

（
（（
） 

右
同
書
所
載
「
付
資
料
」
八
七
一
頁
。

（
（（
） 『
法
令
全
書　

明
治
十
三
年
』
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
所
載
「
付
資
料
」
八
七
三
頁
。

（
（（
） 

右
同
書
所
載
「
付
資
料
」
八
七
三
頁
。

（
（（
） 

岡
絵
里
子
「
祭
り
の
舞
台
と
な
る
町
並
み
・
住
ま
い
に
関
す
る
研
究

―
橿
原
市
八
木
地
区
の
愛
宕
祭
を
事
例
に
―
」（『
日
本
建
築
学
会
計

画
系
論
文
集
』
七
九
巻
七
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
）

〔
付
記
〕

　

 

史
料
整
理
に
あ
た
ら
れ
た
本
学
文
学
部
史
学
科
木
下
光
生
先
生
な
ら
び
に

研
究
室
の
皆
さ
ま
に
謝
意
と
敬
意
を
表
す
る
。
二
〇
二
一
年
度
の
史
料
講

読
は
、
連
日
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
報
道
が
な
さ
れ
る
な
か
、
ひ
た
す

ら
明
治
期
の
コ
レ
ラ
感
染
に
関
す
る
史
料
を
読
ん
だ
が
、
共
に
学
ん
だ
受

講
者
の
皆
さ
ん
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
。


